
埋蔵文化財の取扱いフローチャート

文化財担当窓口で埋蔵文化財包蔵地の確認

埋蔵文化財包蔵地に該当している 埋蔵文化財包蔵地に該当していない

「埋蔵文化財発掘の届出」の提出

文化財保護法第９３条に基づく届出を工事着工の６０日

前までに提出してください。

東京都教育委員会からの指導事項の通知

届出後、３～４週間程度で東京都教育委員会から指導事項の

通知が届出者及び市教育委員会宛に送付されます。

工事開始

埋蔵文化財が発見

された

埋蔵文化財に影響のない工事の場合

※基礎の深さが浅い住宅など

埋蔵文化財に影響のある工事の場合

※基礎の深い住宅や建物、地下室、道路、地盤改
良、切土・盛土など

慎重工事

※遺跡の中
なので、慎重
に工事をし
てください。
職員は立ち
会いません。

立会調査

※根切り工事の
際に職員が立会
いますので、工
事前に根切り日
時をご連絡くだ
さい。

試掘調査

※事前に試掘調査の日時を
職員と調整してください。
原則として試掘調査の経費
は市が負担します。

工事開始

埋蔵文化財が発見された埋蔵文化財が発見されなかった

発掘調査埋蔵文化財に影響のない
工事への計画変更等

報告書刊行などによる記録保存重要な埋蔵文化財等が発掘された

埋蔵文化財等の保存 工事開始

発見届の提出

埋蔵文化財の状況により対応がかわる場合がありますのでご了承ください。


